令和　年　月　日
　　保護者　様
　　　
三川町教育委員会
三川町の学校給食における不使用食材について（通知）
　　日頃より町の教育活動および学校給食運営につきまして、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
　　さて、本町では、できるだけ多くの児童・生徒が安心して給食を食べることができるように、また、食物アレルギーのリスクを未然に防ぐために、学校給食において特定の食材を使用しないことといたしました。

つきましては、下記のとおり、給食で使用しない食材をお知らせいたします。
記
１　学校給食における不使用食材
・そば
・落花生（ピーナッツ）
・クルミ、ペカンナッツ（ピーカンナッツ）
・カシューナッツ、ピスタチオ
・マカデミアナッツ
・ブラジルナッツ
・ヘーゼルナッツ
・バナナ、キウイフルーツ
・長いも（山いも）

・生魚卵（いくら、すじこ、たらこなど）
・生鶏卵
　
　２　その他
・本通知は学校生活における食物アレルギー対応を申請している保護者の方に配付しております。
・上記食材は学校給食では使用しないため、上記食材の除去申請を提出している児童生徒用の食物アレルギー対応の給食だより（献立表）の配付は行いませんので、あらかじめご了承ください。
・上記の食材を使用しなくとも、給食運営に支障はありません。
※　令和７年１０月より適用
〔担　当〕
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